
質
問
一

就
園
奨
励
費
補
助
金
に
つ
い

て
。

二

就
園
奨
励
費
補
助
に
該
当
し
な
い

園
児
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
。

三

幼
稚
園
か
ら
保
護
者
に
給
付
す
る

補
助
金
の
流
れ
に
つ
い
て
。

四

幼
稚
園
に
対
す
る
運
営
費
等
の
補

助
に
つ
い
て
。

答
弁
一
（
市
長
）

一
般
的
に
幼
児
を

持
つ
保
護
者
は
、
若
い
た
め
所
得
が
低

く
入
園
料
が
過
重
に
な
っ
て
い
る
。
状

況
に
応
じ
て
、
経
済
的
軽
減
を
す
る
こ

と
が
目
的
で
あ
る
。

二

国
は
幼
稚
園
奨
励
費
補
助
金
の
限

度
額
を
設
け
て
お
り
、
こ
の
限
度
額
を

超
え
る
市
独
自
補
助
は
廃
止
し
た
。

三

幼
稚
園
の
設
置
者
が
保
護
者
に
対

し
保
育
料
等
の
減
免
を
行
う
場
合
に
、

市
が
設
置
者
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付

す
る
も
の
で
、
国
の
制
度
に
基
づ
き
、

市
で
要
綱
を
定
め
て
い
る
。
幼
稚
園
か

ら
保
護
者
へ
の
支
給
方
法
は
、
制
度
上

の
制
約
が
あ
る
。

四

市
単
独
事
業
と
し
て
、
一
園
当
た

り
年
額
１１
万
円
の
補
助
を
行
っ
て
お
り
、

私
立
幼
稚
園
等
と
意
見
交
換
を
し
て
い

く
。

◎
そ
の
他
の
質
問

徘
徊
高
齢
者
の
安

全
と
介
護
家
族
支
援
の
た
め
に
位
置
検

索
サ
ー
ビ
ス
を

質
問
一

平
成
１９
年
度
の
税
収
状
況
と

来
年
度
の
税
収
予
測
に
つ
い
て
。

二

２０
年
度
の
公
債
費
の
内
訳
と
金
利

に
つ
い
て
。

三

２０
年
度
予
算
終
了
後
、
借
入
金
の

総
額
は
ど
の
程
度
減
少
す
る
か
。

四

実
質
公
債
費
比
率
の
予
想
は
。

五

増
大
す
る
民
生
費
の
長
期
的
取
り

組
み
に
つ
い
て
。

六

市
役
所
内
で
の
財
政
再
建
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
。

答
弁
一
（
市
長
）

当
初
予
算
と
比
べ

９
３
８
０
万
円
の
減
額
補
正
と
し
た
。

２０
年
度
の
予
算
は
減
額
と
な
っ
て
い
る
。

二

償
還
元
金
と
利
子
の
合
計
で
、
１７

億
６
０
８
４
万
円
で
あ
る
。

三

公
債
費
を
償
還
し
た
後
の
残
高
見

込
み
額
は
、
約
１
６
５
億
円
と
な
る
。

連
結
実
質
債
務
残
高
見
込
み
額
は
、
概

ね
２
９
０
億
円
程
度
で
あ
る
。

四

実
質
公
債
費
比
率
は
、
今
後
１５
㌫

か
ら
１６
㌫
程
度
で
推
移
す
る
。

五

２５
年
度
に
は
、
高
齢
化
率
が
２１
・

４４
㌫
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
。
集
中
改

革
プ
ラ
ン
で
は
、
扶
助
費
の
抑
制
を
掲

げ
て
お
り
、
伸
び
を
抑
え
る
取
り
組
み

を
行
っ
て
い
く
。

六

概
算
要
求
制
度
に
よ
り
、
歳
入
や

事
務
事
業
の
見
直
し
を
行
っ
た
。
今
後
、

更
な
る
職
員
の
意
識
改
革
と
市
民
協
働

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
で
厳
し
い
状
況
に

対
応
す
る
。

市 役 所

幼
稚
園
と
園
児
へ
の
財
政
支
援
を

今
後
も
意
見
交
換
を
し
て
い
く

川
合

利
枝

議
員

齊藤 芳久 議員

市財政の今後について

減収と超高齢化で厳しい状況に

つるがしま市議会だより第１４１号 〔１２〕


